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知的財産Q&A：No.145

Q 1 環境技術パッケージ推進プロジェクト
とは何ですか？

A 1 JIPAの政策プロジェクトの一つで，
JIPAが発案した環境技術を広く世界

中に移転する為の仕掛け作りを企画実行するも
のです。世界知的所有権機関（以下WIPOとい
う）との共同プロジェクトとして2010年４月に
始動し，環境技術のデータベースを作り，世界
中から環境技術のニーズとシーズを集めてバー
チャルな取引市場を構築することを当面の目標
としています。
プロジェクトのメンバーはJIPAの会員企業

から募っており，企画検討から渉外活動までを
手がける渉外グループと，WIPOと直接コンタ
クトを取りながら具体的な作業を進めるワーキ
ンググループがあります。その他，JIPAの事
務局からも専務理事と事務局長，更に事務局ス
タッフ，広報などの機能担当者も加わっており
ます。また，JIPAの総合企画委員会メンバー
や経団連の産業技術本部がオブサーバーとして
参加しています。

Q 2 JIPAがこのプロジェクトに取り組む
ことになった背景を教えて下さい。

A 2 JIPAの総合企画委員会メンバーの一
人がこのプロジェクトのコンセプトを

考え出しましたが，ベトナム特許庁主催のセミ
ナーで相手方から言われた一言がヒントになり
ました。それは，「環境技術を探してみようと
しても，どこに何を探しに行ったらいいのか分
からない」という何気ない一言からです。
時を同じくして，国連気候変動枠組条約（以
下UNFCCCという）の地球温暖化会議では，
途上国対先進国が技術移転や知財をめぐって大
論争となっていた時期でもありました。途上国
側は，「知財制度があるために，先進国から環
境技術が移転されない。ならば，強制実施を発
動するとか，知財制度自体を敵視して知財権を
無視して実施する。」などと強硬論と知財批判
が高まっていた時期でもありました。もちろん
先進国側では，根拠の無い知財批判や強制実施
権発動に対しては，政府や業界団体からも反対
の声があがっていましたが，途上国側では全く
受け入れられず，COP（締約国会議）は紛糾
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するばかりでした。途上国側ではBRICSやボリ
ビアが常に強硬に知財制度批判を展開していま
した。既に世の中には技術や特許を取引する市
場が確立され始めていましたが，営利目的であ
ったり，国や企業単位での個別的取り組みであ
ったりと，本格的に技術移転を行う為の世界的
取り組みは少なかったのです。
その様なBRICSを中心とした知財批判の声に
対し，パブリックコメントや意見書を関係部門
に提出するといった対応をすることがJIPAの
通例でしたが，おりしもJIPAは，基本方針を「世
界から期待され，世界をリードするJIPA」と
掲げていました。この世界をリードする施策の
一つとして，環境技術移転のための仕掛け作り
を政府関係当局や特許庁，弁理士会，国際協力
機構（以下JICAという），経団連など様々な機
関に働きかけました。
その構想にWIPOが関心を持ち，2010年に
ガリ事務局長が日本を訪問した際，JIPAに対
して共同プロジェクトの提案が行われました。
JIPAとしても，外部の団体しかもWIPOと共同
で何かを始めるのは初の試みでありました。知
財を中心とした技術パッケージを組み込んだデ
ータベースを世界に開放することで，技術移転
の仕掛けをしていく，地球環境問題に対するソ
リューションを展開していくのにWIPO以上の
パートナーはいないと確信して，この共同プロ
ジェクトをスタートすることになりました。

Q 3 WIPO GREENの具体的な内容につい
て教えてください。

A 3 このプロジェクトで構築しようとしている環境技術の取引市場を，“WIPO 
GREEN”と称しています。当初はJIPA内部で
GREEN TECHNOLOGY PACKAGE PROJECT
（GTPP）と呼んでいましたが，2011年の夏か
らWIPO GREENを正式名称として使用してい
ます。

WIPO GREENには，環境技術のニーズとシ
ーズを集めたデータベースが主体となります
が，それを支える為のWIPOのサポートサービ
ス（技術移転契約の雛形や契約交渉支援，仲裁
支援）とステークホルダーや支援機関が中心
となるパートナーシップハブ（技術移転のた
めのコンサルティングやファイナンス，移転
交渉の代理人・弁護士などの支援機能，WIPO 
GREENの諮問機関など）の３本立てで構成さ
れる予定です。掲載される環境技術は，特許の
みならず必要な技術を集大成したパッケージ技
術，更に製品や部品，システムや役務支援まで
幅広く対象としています。環境技術ニーズも途
上国サイドからWIPOのネットワークを使って
収集し，技術シーズとニーズが一つのデータベ
ースに掲載される事になります。
このデータベースを世界中に開放することで
技術取引のきっかけを作り出そうとしていま
す。WIPOは途上国にも多くのネットワークを
持っており，それを活用することでこのデータ
ベースへの注目度は，自社のホームページで技
術公開する場合に比べ飛躍的に上がることにな
ります。

Q 4 公開データベースとはどのようなもの
ですか？

A 4 WIPOが運営するもので，環境技術の
移転を促進するために，環境技術を保

有する側と，技術の導入を検討している側の接
触の機会を広げるためのサイトです。技術を保
有する側は，提供してもよいと考える環境技術
の概要をこの公開データベースに登録します。
一方，環境技術の導入を検討している側も，こ
れにニーズ情報を載せることができます。
このデータベースを見て「この技術に興味が
ある」「導入を検討したい」「このニーズには
対応できる」といったものがあれば，データベ
ース上のフォームからその技術やニーズを登
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録している会社や大学などにコンタクトをとる
ことができます。その後は，当事者同士のビジ
ネス交渉となり，取引きが成立したらその旨を
WIPOに報告する仕組みです。現在のところ，
データベースの利用は全て無料であり，取引き
が成立した場合のWIPOへの成功報酬などもあ
りません。

Q 5 WIPO GREENの大きな特徴は何です
か？

A 5 国連の知的財産の専門機関であるWIPO
が運営しているということが大きな特

徴です。上述のようにWIPOはデータベースに
加えて，パートナーシップハブおよびサポーテ
ィングサービスをこの技術移転の仕組みの３本
柱と考えており，機能の充実をはかるべく取り
組んでいるところです。技術移転にかかわる仕
組みとして類似のデータベースはいくつかあり
ますが，WIPOが国連の機関であるということ
を活かして，登録された環境技術を実際に移転
させるための工夫を色々しかけることができる
という利点があります。
このデータベースを中心とした取り組みが

UNFCCCでの環境技術移転のためのネットワ
ークとして利用されるようになれば，多くの取
引のきっかけを作り出すことが出来ると思いま
す。WIPO GREENは技術移転取引を代理する
わけではなく，あくまでもそのトリガーを作り
出すことに狙いを定めています。この小さな取
り組みが，開発銀行や各国政府の協力を作り出
し，知財を中心とした環境技術移転のプラット
フォームが自然発生的に出来上がるのが最終的
な狙いです。このデータベースが唯一絶対的な
ものである必要は無く，多くの第三者の技術移
転の取り組みを加速させる役割を担うことで，
環境改善が進むことを狙いとしています。

Q 6 WIPO GREENに参加すると，どのよ
うなメリットがありますか？

A 6 WIPO GREENに参加することのメリ
ットは，利用目的，業界や企業規模な

どによって様々であると考えられますが，共通
のメリットとしては，企業の環境ブランドのイ
メージアップにつながることが挙げられます。
国際機関であるWIPOで運営される環境技術に
関する技術移転サイトなので，正式発表される
と世界的に高い注目を集めるでしょう。そこに
自社の環境技術を掲載し，技術移転の実績を積
み重ねてゆけば，環境技術の普及に熱心に取り
組む会社としての認知が高まり，企業イメージ
アップに貢献することが期待できます。
また，ライセンス供与を目的として参加し
た企業にとっては，ライセンスの機会が大幅
に増えることが期待できます。一方，WIPO 
GREENをビジネス機会を広げるための一つの
ネットワークとして活用することも可能です。
例えば，環境関連の事業を国際的に展開してい
るグローバル企業であっても，自社の拠点がな
い国などで受注することには大きな困難を伴い
ますが，WIPO GREENに技術を掲載している
ことを利用して営業活動を有利に進めていくと
いった活用が考えられます。
さらに，自らが海外で事業展開する代わりに，

技術移転先にそれを行わせることにも利用でき
ると考えています。大学，研究機関，中小企業
などにも有用な環境技術は数多く存在します。
しかし，保有している環境技術を海外にも拡げ
たいという希望を持っているが，自ら海外で事
業することは無理というところが多いと思われ
ます。その様な場合に，WIPO GREENを使っ
て海外で事業展開できる企業に技術移転するこ
とにより，自己の環境技術を日本から世界に拡
げることができるのです。
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Q 7 現在のデータベースへの登録状況につ
いて教えてください。

A 7 データベースは，2011年９月にパイロ
ットバージョンがオープンとなり，技

術登録が可能になりました。技術情報提供側と
して，2012年１月末時点で11件の登録があり，
日本からは本田技研工業，帝人，日立製作所，
富士通などの企業や早稲田環境研究所，海外で
はスイスのジュネーブ大学，マレーシア技術大
学（UTM Innovation and Commercialization 
Centre）が環境技術を掲載しています（パイ
ロットバージョンには www.wipo.int/green 
（参照日　2012年２月21日）よりアクセスでき
ます）。

Q 8 今後の方向性や会員企業に向けての要
望について教えてください。

A 8 WIPO GREENのデータベースの基本
骨格は昨年９月に完成し，既に登録や

閲覧が可能な状態です。しかし，完成度はまだ
まだであり，不具合も多いのが事実です。まず
はデータベースの完成度を高めるべく，WIPO
に協力して改修を進めています。それと同時に，
技術データコンテンツを大幅に増やす必要があ
ります。現在技術登録データは11件程度ですが，
WIPOから，少なくとも日米欧の３大陸から最
低100件程度の技術シーズが登録されてから運
用開始したいという意向を受けています。
技術ニーズについては，国連機関のUNIDO

（国際連合工業開発機関）が保有している環境
技術がアップされる見込みです。また，技術デ
ータベースだけでなく，WIPO GREENの運営
機構やファイナンスパートナーと連携したり，
WIPOとしての途上国サイドへの契約支援サー
ビスをデータベース上に構築したりすることも
計画しています。

JIPAは，WIPO GREENの企画提案者であり，

その運営に深く関与していく事になります。これ
までに，JIPA東西部会でPRした事がありますが，
再度会員企業に呼びかけ技術コンテンツを募集
することが第一の責務となります。まずは，会員
企業の知財部の方々に，WIPO GREENを正しく
理解してもらうことが重要だと考えています。さ
らにWIPO GREENの役割やその狙いを考える
と，各企業の事業運営責任者にも理解してもら
う必要があると感じています。
また，環境技術を保有する企業といっても，
世界的に環境事業を展開しているグローバル企
業，日本やアジア市場では強いが，欧州や南米
市場は未開拓の企業，日本市場以外に進出した
ことが無い企業，製品の輸出や海外生産は行っ
ているが，第三者への技術移転は未経験の企業，
大学や国の研究機関のようにライセンスは経験
済だが海外進出は未経験の企業など，実に様々
です。WIPO GREENを利用する目的も，ライ
センス先を見つけることであったり，製品やサ
ービスの顧客を見つけることであったり，共同
事業のパートナーを見つけることであったりな
ど，広い意味での環境技術移転に結びつくと考
えられるのであれば，どんな目的であっても構
わないと思います。場合によっては，実利的な
メリットは期待できなくても企業の環境イメー
ジ向上を狙って利用することでも構わないでし
ょう。

WIPO GREENの利用可能性が一つではな
く，多くの利用可能性があることを含めてPR
する必要があると思います。その他には，経団
連や商工会議所，各産業における業界団体，そ
して環境技術移転を表明している自治体など，
日本においてこの趣旨に賛同して協力してくれ
るパートナー作りを進める必要があると考えて
います。

（原稿受領日　2012年２月15日）
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